
◎採用時の流れ（昇任、学内での配置換を含む。）

○教員選考手続きの申出 　（細則第２条第１項）

・選考分野

・選考職種

・採用予定日

・公募の有無　等

●選考分野等の協議

●人件費の管理

　（細則第２条第２項）

○教員選考手続きの開始 　（細則第３条）

○教員候補者の選考報告 　（細則第４条）

・候補者選考の経過

・候補者の経歴

・候補者の業績

●教員選考報告書の受理

●教育研究協議会へ附議

　（細則第５条）

●教員候補者の審議

○研究科長へ報告

○教員人事についての報告

注） は、細則には規定していないが、

実際の流れを示す。

教員選考に係るフロー図

●教員選考手続き開始の指示

事務局人事課

教員選考会議
(研究科長)

学　長

研究担当理事

教育研究評議会

研究科長

教員選考会議
(研究科長)

教授会

人事労務担当理事

学　長

事務局人事課

事務局人事課

教育担当理事
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